
町では、防災無線の放送を通じて地域の皆さ町では、防災無線の放送を通じて地域の皆さ
まに小学生の下校の見守り活動をお願いしてまに小学生の下校の見守り活動をお願いして
きました。今回、この見守り放送を、明覚小きました。今回、この見守り放送を、明覚小
学校の代表として佐藤さくらさんにお願いし、学校の代表として佐藤さくらさんにお願いし、
10月18日㈪から放送を始めました。吹込みを10月18日㈪から放送を始めました。吹込みを
終えた佐藤さんは、「楽しく貴重な経験でし終えた佐藤さんは、「楽しく貴重な経験でし
た。あまり緊張せずできてよかったです。私た。あまり緊張せずできてよかったです。私
の放送を聞いて、みんなが安全に帰れるといの放送を聞いて、みんなが安全に帰れるとい
いなと思います」と話してくれました。今後いなと思います」と話してくれました。今後
は、日ごろから温かく見守り活動をしていたは、日ごろから温かく見守り活動をしていた
だいている地域の皆さまに感謝の気持ちを込だいている地域の皆さまに感謝の気持ちを込
めて、町内の小学校に輪番で放送をお願いすめて、町内の小学校に輪番で放送をお願いす
る予定です。る予定です。

町農業委員会では、遊休農地を解消する取り町農業委員会では、遊休農地を解消する取り
組みの一環として、玉川地内の農地約700㎡組みの一環として、玉川地内の農地約700㎡
にさつまいもを植え付けました。そして、10にさつまいもを植え付けました。そして、10
月11日㈪に、玉川保育園の園児46人と一緒月11日㈪に、玉川保育園の園児46人と一緒
に収獲体験を行いました。園児たちは、夢中に収獲体験を行いました。園児たちは、夢中
になってさつまいもを掘り起こし、園に持っになってさつまいもを掘り起こし、園に持っ
て帰りました。また、収獲したさつまいもは、て帰りました。また、収獲したさつまいもは、
町内の保育園等で、給食やおやつに利用して町内の保育園等で、給食やおやつに利用して
いただきました。いただきました。

小学生が防災無線に吹込み！
「見守りのお願い」聞いてみて

「おっきなおいも取れたよ！」
園児がさつまいもの収獲体験

写真説明

大きく実ったさつまいもを、喜びいっぱいに収穫する園児たちです。大きく実ったさつまいもを、喜びいっぱいに収穫する園児たちです。

写真説明

吹込みをしてくれた明覚小学校の佐藤さん。ぜひ、皆さまも意識して放送を聞いてみてください。吹込みをしてくれた明覚小学校の佐藤さん。ぜひ、皆さまも意識して放送を聞いてみてください。

写真でときがわの「今」をお伝えする “ グラフときがわ ”。珍しい情報や写真は☎ 65-0401 広報担当までお寄せください。

グラフ ときがわ  　農耕用トラクターなどの小型特殊自動車に
　ナンバープレートはついていますか？
農耕トラクターやフォークリフトなどの小型特殊自動車は、農耕トラクターやフォークリフトなどの小型特殊自動車は、公道を走行しなくても所有してい
ればナンバープレートの交付を受けなければなりません。ナンバープレートのない次の要件を。ナンバープレートのない次の要件を
満たしている車両を所有している場合は、税務課で申告手続きをして、ナンバープレートの交満たしている車両を所有している場合は、税務課で申告手続きをして、ナンバープレートの交
付を受けてください。なお、ナンバープレートは、公道走行を許可するものではなく、市町村付を受けてください。なお、ナンバープレートは、公道走行を許可するものではなく、市町村
が税務行政上、課税客体を把握するために交付しているものです。公道を走行する場合は、保が税務行政上、課税客体を把握するために交付しているものです。公道を走行する場合は、保
安基準に適合している必要があります。安基準に適合している必要があります。

　　小小型型特特殊殊自自動動車車の要件の要件
小型特殊自動車小型特殊自動車

農耕作業用農耕作業用 その他その他
乗用装置乗用装置 ありあり ありあり

車両の車両の
大きさ大きさ

長さ長さ 制限なし制限なし 4.7 ｍ以下4.7 ｍ以下
幅幅 制限なし制限なし 1.7 ｍ以下1.7 ｍ以下

高さ高さ 制限なし制限なし 2.8 ｍ以下2.8 ｍ以下
最高速度最高速度 時速 35km 未満時速 35km 未満 時速 15km 以下時速 15km 以下

車両一例車両一例

農耕トラクター農耕トラクター フォークリフトフォークリフト
コンバインコンバイン フォークローダフォークローダ
田植機田植機 ショベルローダショベルローダ
薬剤散布車など薬剤散布車など タイヤローダなどタイヤローダなど

年税額年税額 2,400 円2,400 円 5,900 円5,900 円
※毎年４月１日現在の所有者に課税されます。※毎年４月１日現在の所有者に課税されます。
※ 上記に該当しないものは、固定資産税（償却資産）の申告対象となります。※ 上記に該当しないものは、固定資産税（償却資産）の申告対象となります。

申　請　先    税務課 税務課
　　　　　　  　　　　　　  ※登録・廃車等の手続きは平日の 8 時 30 分～ 17 時 15 分となります。※登録・廃車等の手続きは平日の 8 時 30 分～ 17 時 15 分となります。

必要なもの     ・ 車名、型式、車台番号等のわかるもの  ・ 車名、型式、車台番号等のわかるもの（販売証明書など）  （販売証明書など）  
　　　　　　  ・ 手続きに来る方の本人確認書類　　　　　　  ・ 手続きに来る方の本人確認書類（運転免許証など）（運転免許証など）  
　　　　　　　　 　　　　　　　　 ※ナンバープレートの交付に手数料はかかりません。※ナンバープレートの交付に手数料はかかりません。

問   税務課税務課 ☎ ☎ 65-081165-0811

広告
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